
収入、控除などを入力します。

出来上がった申告データを送信して、申告完了です。

　申告データを保存すれば、いつでも印刷や確認ができます。
　また、保存した申告データは翌年以降の申告書作成に利用で
きます。

ポイント！

02
ステップ

01
ステップ

03
ステップ

申告方法

問税務課市民税係　☎73-9101、久留米税務署　☎32-4461

書かない・行かない 確定申告 始めませんか？
マイナンバーカードとスマホで！

１月上旬に公開予定
です。

申告書作成コーナー

　マイナンバーカード、スマートフォン、収入の分かるもの（源泉徴収票など）、控除の書類（控除証
明書など）

必要なもの

国税庁ホームページ「申告書作成コーナー」へアクセ
ス。画面の案内に沿って、カードの認証をして準備
完了です。

困ったときは…

　税務署職員の説明を受けながら、自身のスマートフォンを使って申告書を作成。
その場で提出（送信）まで行えます（要申込）。
　必要書類などは、税務課の窓口に設置しているチラシ・市ホームページをご覧
ください。

日時　１月27日（火）10時～12時、13時半～15時半
会場　生涯学習センター
定員　各回30人（先着順）

そんなあなたにスマホ申告会
誰かやり方を教えて難しそう

■申問久留米税務署個人課税部門　☎32-4461

申告会場で手続きする場合は14～15ページをご覧ください。
申告が必要かどうかも確認できます。

申告会で学んで、
自宅からの申告に
チャレンジ！

動画で見る確定申告
申告書の作成方法な
どを、動画でご案内。

スマホ申告マニュアル
国税庁ホームページ
に掲載。

令和７年分の確定申告期間は、２月16日（月）～３月16日（月）です。
自宅からスマホ申告（e-Tax）にチャレンジしませんか。
混雑する申告会場へ行かず、いつでもどこでも申告ができます。
さらにスマホ申告なら、申告書の作成から提出（送信）までを、期間前で
も行うことができます。

確定申告を行った人の
約70％がe-Taxで
申告しています
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はい

申告が必要か確認しましょう！（当てはまらない人はお問い合わせください）　

はい

いいえ

いいえ

はい
はい

久留米税務署で確定申告※３

税務署で確定申告※２

税務署で確定申告※２

はい

久留米税務署で確定申告はい

申告不要

市県民税申告

市県民税申告※１

申告不要※１

その所得が
20万円超

市県民税申告※１

申告不要※１

①・収入なし
・非課税収入のみ
　（遺族年金・障害年金・失業給付金など）

年金以外の
所得がある

④営業、不動産、株式の譲渡、土地建物の譲渡、配当所得がある

⑤住宅ローン控除（１年目）、青色申告、雑損控除がある

確定申告※２

給与以外の
所得がある

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえはい③主に給与

はい②主に
　公的年金 いいえ

はい年金収入が
400万円超

その所得が
20万円超

親族の税法
上の扶養に
なっている

確定申告

いいえ

はい年末調整が
済んでいる

※１　所得税の還付を受けるためには、上の表に関わらず確定申告が必要です。市県民税のみかかる人で、控
除分（社会保険料、生命保険料、医療費、扶養など）を申告したい場合は、市県民税申告が必要です

※２　所得税がかからない場合は、申告不要です
※３　所得税がかからない場合は、市県民税申告となります

問税務課市民税係　☎73-9101、久留米税務署　☎32-4461

税の申告が始まります
令和７年分確定申告と令和８年度市県民税の申告を受け付けます。必要な人は忘れずに申告してください。

【各種控除を受ける場合】
⃞生命保険料や地震保険料の支払額証明書
⃞社会保険料の納付証明書や領収書など
　国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、
　国民年金保険料など）
⃞寄附金の受領書や領収書、証明書
⃞医療費控除の明細書（要事前作成）、医療保険者の医療費通知

⃞令和７年中の所得が証明できるもの
　源泉徴収票、給与明細
　収支計算書、現金出納書など
⃞マイナンバーカード
※設定したパスワード２つも必要
【還付を受ける場合】
⃞金融機関の口座情報（申告者名義）

申告のときに必要なもの

1申告時期をずらす
医療費控除などで還付を受ける申告は、申告期間外でもOK！
４月以降に税務署に行くか、来年まとめて申告することもできます。
2電子申告をする
➡13ページで詳しく紹介しています。
3郵送で送る

混雑している
申告会場に行かない
方法もあります
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会場での確定申告受付（事前予約制）

確定申告に関するお願い　生涯学習センターでの申告は簡易なものに
　限ります。次の人は久留米税務署で申告してください。
●家や土地を売却した譲渡所得がある人
●営業所得、不動産所得、株式などの譲渡・配当所得がある人
●青色申告、住宅ローン控除（１年目）、雑損控除がある人

久留米税務署での
確定申告

期間　２月16日（月）
　　　　～３月16日（月）
　当日会場で整理券を発
行します。LINE
で事前発行もで
きます。

確 定 申 告

市 県 民 税 申 告

予約方法
●予約フォーム
●電話　☎73-9133
　（平日８時半～17時）

市での受付方法が変わります

会場での市県民税申告受付　※所得税の確定申告は受付できません

　令和８年の確定申告は、当日受付ではなく　　　　　　　　　　です（１日100人・先着順）
　校区によって時間帯や予約枠の割り振りはありません
対象者　次の①②を満たす人
　　　　①令和８年１月１日時点で65歳以上
　　　　②給与、年金（雑所得）、農業の所得のみ
事前予約受付期間　１月19日（月）～２月６日（金）

2月17日火～27日金  生涯学習センター
事前予約制

事前予約制

郵送での提出に
ご協力ください

寺福童、今朝丸、開１
東福童、西福童、開２
みくに野団地、古賀、美鈴の杜
力武、三沢、あすみ、新島、西島
三国が丘１・２、横隈、大保
津古、希みが丘、美鈴が丘
乙隈、佐野古、松崎、井上、上岩田
花立、今隈、吹上、立石、干潟、下鶴
古飯、宝城北、二タ
稲吉、下岩田、二森
平方、光行、八坂、赤川
上西、宝城南、下西

全校区

１月29日（木）

２月２日（月）

２月３日（火）

２月４日（水）

２月５日（木）

２月６日（金）

３月３日（火）
～13日（金）

10時～12時
13時～15時
10時～12時
13時～15時
10時～12時
13時～15時
10時～12時
13時～15時
10時～12時
13時～15時
10時～12時
13時～15時
10時～12時
13時～15時

小郡交流センター

ふれあい館三国

緑の里くろつち会館

稲穂の里みはら館

ポピーの里あじさか館

生涯学習センター

対象地区 期日 時間 会場

対象地区 日時 会場

生涯学習センター全校区 ２月17日（火）～27日（金）の平日
９時～15時　※８時半開館
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